
令和 2年 4月 

 

 

「細菌検査依頼書」変更のお知らせ 
 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび標記検査依頼書につきまして内容を変更させていただくこととなりましたので、

ご案内申し上げます。 

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。 
 

敬具 
 

 

（ 記 ） 
 
 
■ 変更期日  令和２年５月より 順次 
   ※現行の「細菌検査依頼書」も、引き続きご使用いただけます。 

 

■ 変更内容 
一般細菌・真菌 

変更箇所 新 旧 備考 

臨床所見 血便 

※2. ≪削除≫ 

血便 

※2. 臨床所見欄で血便にチェック

があり、かつ大腸菌を認めた

場合は、自動的に大腸菌血清

型別を実施します。 

※１ 

※２ 

検査項目 

「培養・同定」 

報告可能な菌種を掲載 -  

目的菌 ≪削除≫ 「大腸菌血清型別」のチェック欄 ※１ 

※２ 

薬剤感受性 ≪削除≫ 「薬剤感受性検査薬剤」２０種の 

チェック欄 

※３ 

特殊細菌 ≪削除≫ 「（喀痰）レジオネラＬＡＭＰ」の 

チェック欄 

※４ 

 

※１． 令和２年度診療報酬実施料算定要件注の改正内容に準拠した、検査運用に変更します。 

※２． 「目的菌：腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７を含む）」を、ご使用ください。 

※３． ＭＩＣセット・病院セットのご使用、または備考欄に薬剤名をご記入ください。 

※４． 検査依頼の際は、「総合検査依頼書」または「特定検査依頼書」をご使用ください。 

注． 当該検査に関する令和２年度診療報酬実施料算定要件の改正内容は、別掲を参照ください。 
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■ 新「細菌検査依頼書」の見本 

 
（縮小して掲載しております） 

■ 令和２年度診療報酬実施料算定要件 
【Ｄ０１２ ３３】 

大腸菌血清型別 １７５点 （判断料：免疫学的検査） 

「３３」の大腸菌血清型別は、区分番号「Ｄ０１８」細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、及び区分

番号「Ｄ０２３－２」の「３」大腸菌ベロトキシン定性により毒素が確認又は腸管出血性大腸菌用の選択培

地に菌の発育が確認され、並びに血清抗体法により大腸菌のＯ抗原又はＨ抗原の同定を行った場合に、

使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合において区分番号「Ｄ０１８」細菌培養同定検

査の費用は別に算定できない。 
 

【Ｄ０２３－２ ３】 

大腸菌ベロトキシン定性 １９４点 （判断料：微生物学的検査） 

「３」の大腸菌ベロトキシン定性は、区分番号「Ｄ０１８」細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、病原

性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。 

 

「大腸菌血清型別」検査への進み方と実施料の算定方法（目的菌※５：腸管出血性大腸菌） 

 検査 実施料 算定 

① 培養・同定 
１８０点（微生物） 不可※６ 

 ・ 大腸菌が確認された場合②へ 

② 腸管出血性大腸菌 

１９４点（微生物） 可  ・ 大腸菌ベロトキシン定性により毒素が確認 又は 腸管出血

性大腸菌用の選択培地に菌の発育が確認された場合③へ 

③ 大腸菌血清型別 １７５点（免疫） 可 
※5. 旧依頼書の目的菌「大腸菌血清型別」にチェックの場合は、「腸管出血性大腸菌」に変更させていただきます。 

※6. 「大腸菌血清型別（１７５点）」を算定する場合、「細菌培養同定検査（１８０点）」を別途に算定することはできません。 
 

以上 


